
　　　　　

山
形
県
  真
室
川
町
 

調
査
対
象
の
候
補
と
な
る
方
に
調
査
員
が
伺
い
ま
す
。 

農
林
業
経
営
体
調
査
は
、
農
家
や
林
家
、
会
社
や
集
落
営
農
な
ど
、
農
林
業
を
営
ん
で
い
る
全
国
の
様
々
な
経
営
体
が
対
象
で
す
。 

農
林
業
セ
ン
サ
ス
は
、
農
林
業
・
農
山
村
の
「
イ
マ
」
を
明
ら
か
に
し
て
、
 

「
未
来
」
を
導
く
、
あ
な
た
と
地
域
の
た
め
の
「
統
計
調
査
」
で
す
。
 

      

■
過
去
の
農
林
業
セ
ン
サ
ス
の
結
果
か
ら
、
例
え
ば
、
規
模
の
拡
大
が
着
実
に
進
展
し
て
い
る
こ
 

と
が
わ
か
り
ま
す
。
 

　
農
林
業
セ
ン
サ
ス
は
農
林
業
・
農
山
村
の
動
向
を
都
道
 

府
県
、
市
区
町
村
、
さ
ら
に
詳
細
に
、
あ
な
た
が
暮
ら
す
 

地
域
ご
と
に
明
ら
か
に
し
て
、
若
者
た
ち
が
希
望
を
持
て
 

る
よ
う
に「
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
農
林
業
経
営
者
」を
後
押
し
 

す
る
施
策
や「
美
し
く
活
力
あ
る
農
山
村
」を
創
り
、
次
世
 

代
に
継
承
す
る
施
策
の
企
画
・
立
案
に
活
用
さ
れ
ま
す
。
　
　
 

　
販
売
農
家
が
減
少
す
る
中
（
平
成
2
2
年
で
1
6
3
万
戸
）、
5
h
a
以
上
の
耕
地
を
経
営
 

す
る
割
合
は
増
加
し
、
着
実
に
規
模
の
拡
大
が
図
ら
れ
て
い
る
状
況
が
見
え
ま
す
。
 

あ
な
た
の
答
え
で
 

農
林
業
の
 

タ
ネ
が
育
ち
ま
す
。
 

「
つ
っ
ち
ー
」
 

農
林
業
セ
ン
サ
ス
の
詳
細
な
結
果
は
農
林
水
産
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
！
 

http://w
w
w
.m
a
ff.g
o.jp/j/toke

i/ce
nsus/a

fc/inde
x
.htm
l

   農
林
業
セ
ン
サ
ス
は
統
計
法
に
基
づ
く
基
幹
統
計
調
査
で
す
。
調
査
内
容
は
統
計
の
作
成
や
各
種
統
計
調
査
の
 

名
簿
作
成
な
ど
、
定
め
ら
れ
た
目
的
以
外
に
使
う
こ
と
を
法
律
で
禁
じ
て
い
る
の
で
調
査
の
結
果
が
税
金
の
徴
収
 

な
ど
に
使
わ
れ
る
こ
と
は
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
調
査
員
に
は
守
秘
義
務
が
あ
り
、
調
査
で
知
り
得
た
情
報
 

が
他
人
に
漏
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
 

●
あ
な
た
の
個
人
情
報
は
法
律
で
守
ら
れ
て
い
ま
す
。
 

経
営
耕
地
面
積
別
販
売
農
家
数
の
推
移
（
単
位
：
千
戸
）
 

販売農家戸数（棒グラフ） 

５ha以上の戸数（折線グラフ） 


